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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税

の軽減措置に関するＱ＆Ａ 

 

１ 収入関係 

 
問１ 「事業収入」とは何か。 

（答） 
 ○ 事業収入は経常的な収入をいい、一時的な収入は該当しません。 
 

 

問２ 一つの法人で複数の事業をやっている場合、それぞれの事業ごとに「収入」

の減少を判断するのか。 

（答） 
 ○ 事業単位で判断するのではなく、その法人が行っている全ての事業に係る収入

の合計額で判断します。個人事業主の場合も同様です。 

 

 

問３ 不動産賃貸業を営んでいる者が、賃借人に対し、賃料を減免したり、又は猶

予した場合、「収入の減少」が生じたこととしてよろしいか。 

（答） 
○ 特例措置の適用要件である「収入の減少」が生じたかどうかを判断するための

収入金額の計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための

措置の影響により、不動産賃貸業を営んでいる者が収入すべき対価の額（賃料）

を減免又は猶予した場合には、その減免又は猶予した額は収入金額に含める必要

はありません。 

 

 

 

 

２ 特例対象資産関係 

 
問４ 特例の対象となる資産は何か。 

（答） 
 ○ 中小事業者等が所有し、事業の用に供している家屋及び償却資産です。 

 

別添１ 
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問５ 事業の用に供されている家屋とは何か。 

（答） 
 ○ 法人税又は所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋となります。 
 

 ○ 一の家屋について事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合、青色申

告決算書等で「事業専用割合（％）」が確認できるものは、当該割合を用いて事

業用部分を判断することとなります。 

 

 ○ 新たに取得し、まだ青色申告決算書等で確認できない家屋については、見取り

図など家屋のうち事業用の部分に係る床面積について明らかにする資料で判断

することとなります。 

 

 

３ 中小事業者等からの申告関係 

 

問６ 中小事業者等の申告の全体の流れはどのようになるのか。 

（答） 
 ○ 中小事業者等はまず、認定経営革新等支援機関（※１）等に、特例措置の要件

に合致していることについての確認（※２）を受けます。 

  （※１）税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に

規定する認定経営革新等支援機関（税理士、公認会計士など）。 

  （※２）中小事業者等であることや性風俗関連特殊営業を行っていないこと、収入が減少し

ていること、家屋が事業用であること等の特例要件に該当することについて確認を

実施。 

 

 ○ 確認を受けた後、事業収入割合や特例対象資産一覧などを令和３年１月 31 日

までに市町村（特別区における東京都を含む。以下同じ。）へ申告をします。 

 

 

問７ 中小事業者等から提出される書類はどのようなものか。 

（答） 
 ○  申告に当たって中小事業者等から市町村に提出される書類は以下のとおりと

なる予定です。 

  ①申告書 

（事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての

誓約など） 
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  ②収入減を証する書類 

（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、

特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確

認できる書類も必要。） 

  ③特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書など） 

   

 ○ なお、今回の通知で申告書の様式の一例をお示ししており、ご参考にしていた

だきたい。 

 

 

問８ 償却資産は毎年申告しているが、特例対象資産一覧表は必要となるのか。 

（答） 
 ○ 償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出した

こととなります。 

 

 

問９ 「認定経営革新等支援機関等」とは認定経営革新等支援機関のほかどのよう

な者となるのか。 

（答） 
 ○ 中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認

定を受けていない税理士についても含まれます。 

 

 ○ また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第５

条の６の２第１項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業

組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。 

 

 

４ その他 

 

問 10 中小事業者等に対する本特例の周知はどういった形で行われるのか  

（答） 
 ○ 中小事業者等に対する周知は、別途中小企業庁から行っております。   


